
平成 30年度から介護保険料が変わります 

 ３年に一度の見直しが行われ、平成３０年度から介護保険料が変わります。高

齢化による負担割合の変更や介護政策の改革により、月額６，９００円（基準

額）となります。段階別保険料額は下表の通りです。 

 

所得 

段階 

H27年度～H29年

度までの年間保険

料 

H30年度～H32年

度までの年間保険料 

(平成 30年度 4月から) 

対象 

第１段階 ３１，３２０円 ３７，２００円 

老齢福祉年金受給者で世帯全員が

住民税非課税者及び生活保護受給

者 

世帯全員が住民税非課税で課税年

金収入額と合計所得金額の合計が

８０万円以下 

第２段階 ５２，２００円 ６２，０４０円 

世帯全員が住民税非課税で課税年

金収入額と合計所得金額の合計が

１２０万円以下 

第３段階 ５２，２００円 ６２，０４０円 
世帯全員が住民税非課税で上記に

該当しない 

第４段階 ６２，６４０円 ７４，５２０円 

本人が住民税非課税(世帯に課税

者がいる)で、課税年金収入額と合

計所得金額が８０万円以下 

第５段階 

基準額 
６９，６００円 ８２，８００円 

本人が住民税非課税（世帯に課税

者がいる）で上記に該当しない 

（月額６，９００円） 

第６段階 ８３，５２０円 ９９，３６０円 
本人が住民税課税であって合計所

得金額が１２０万円未満 

第７段階 ９０，４８０円 １０７，６４０円 

本人が住民税課税であって合計所

得金額が１２０万円以上２００万

円未満 

第８段階 １０４，４００円 １２４，２００円 

本人が住民税課税であって合計所

得金額が２００万円以上３００万

円未満 

第９段階 １１８，３２０円 １４０，７６０円 
本人が住民税課税であって合計所

得金額が３００万円以上 

 


